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第１章 総合計画の考え方  1 

１ 計画策定の趣旨 2 

北海道では、1977（昭和 52）年度以降、計画期間を概ね 10 年間とする長期の総合計画を3 

５次にわたり策定し、これらに沿って様々な施策や事業を展開しながら、北海道の発展、道4 

民生活の安定と向上に努めてきました。 5 

今、北海道は不安定な国際情勢を背景に、エネルギーの安定的な供給や、食料・経済の安6 

全保障が課題になるなど、社会や経済の大きな変化に直面するとともに、人口減少・少子高7 

齢化の進行により、地域の暮らしや経済を支える担い手の不足といった課題も深刻化してい8 

ます。また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震などの大規模自然災害に対する備えも喫緊9 

の課題となっています。 10 

こうした中、道内各地域、そして北海道が持続的に発展していくためには、本道の特性や11 

食、観光、再生可能エネルギーなどのポテンシャルを力に変え、様々な変化を捉えて、国内12 

外の新たな需要を取り込みながら、魅力ある地域を創り上げていくことが重要です。 13 

このため、道民や市町村をはじめ多様な主体と連携し、共に行動していくための指針とし14 

て、新たな総合計画を策定します。 15 

この計画に沿って、こうした変化や課題に的確に対応し、北海道のめざす姿の実現に向け16 

た取組を進めていきます。 17 

 18 

２ 計画の位置付け 19 

総合計画は、道が策定する計画のうち、最も基本となる計画であって、北海道行政基本条20 

例に基づき、長期的な展望に立って、道の政策の基本的な方向を総合的に示すこととされて21 

います。 22 

こうした考えの下、道の特定の分野における政策の基本的な方向等を明らかにする計画（特23 

定分野別計画）や、広域的な地域の区分ごとに地域振興を効果的に推進するための計画（地24 

域計画）は、条例に基づき総合計画が示す政策の基本的な方向に沿って策定し、推進するこ25 

ととされています。 26 

 27 

３ 計画の期間 28 

  2024（令和６）年度から概ね 10 年間とします。 29 

 30 

４ 計画の性格 31 

＜基本的な構想を示す計画＞ 32 

北海道の将来を長期的に展望した「めざす姿」や、その実現に向けた政策展開及び地域づ33 

くりの基本方向を掲げ、道民や市町村をはじめ多様な主体と連携し、共に行動していくため34 

の指針となる基本的な構想を示す計画です。 35 

＜道政の重要課題への対応を重点的に推進する計画＞ 36 

特定分野別計画のうち、特に人口減少問題、強靱な北海道づくり、デジタル化や脱炭素化37 

などの重要課題について、分野横断的に推進する計画を総合計画の重点戦略計画と位置付け、38 

関連する施策を一体的に推進します。 39 

 40 
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＜実効性の高い政策を着実に推進する計画＞ 1 

様々な情勢変化に的確に対応していくとともに、直面する課題解決に向け、粘り強く取り2 

組み、政策目標を達成するため、総合計画の推進管理を通じ、不断に政策の質の向上に努め、3 

各地域の持続的な発展につなげていきます。 4 

また、計画の推進状況や社会経済情勢の変化なども踏まえながら計画の見直しを行います。 5 

＜持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に資する施策を推進する計画＞ 6 

持続可能な社会の実現に向けて、本道の潜在力を発揮するとともに、人口減少問題をはじ7 

めとする重要課題に対応するなど、ＳＤＧｓの理念と合致し、その達成に資する施策を推進8 

します。 9 

 10 

５ 計画の全体像 11 

 総合計画は、北海道の将来を長期的に展望し、概ね 10 年後の「めざす姿」を掲げ、その実12 

現に向けた政策展開と地域づくりの基本方向を総合的に示すものであり、個別具体的な施策・13 

事業については、総合計画とは別に策定する特定分野別計画や地域計画で示し、これらと一14 

体的に推進管理することにより、実効性を確保します。 15 

 16 
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北 海 道 総 合 計 画 

 
北海道の現在地と将来を展望 

「めざす姿」の実現に向けた政策展開の方向 

特定分野別計画 

○産業、子ども・子育て、教育、医療、福祉、

人権、雇用・人材、交通、環境、文化、スポ

ーツなど分野ごとの具体的な政策を推進 

特定分野別計画のうち、人口減少問題、

強靱な北海道づくり、デジタル化や脱炭

素化などの重要課題について、重点的・

分野横断的に推進する計画を重点戦略計

画に位置付け 

地域計画 (連携地域別政策展開方針)  

○道内６つの連携地域※と14振興局の 

区域ごとに地域の特性を踏まえて重点的 

に取り組む政策を推進 

一体的な推進により実効性を確保 

政策展開の基本方向 

目標と政策の方向性 

地域づくりの基本方向 

地域のめざす姿と施策の方向 

総合計画が示す政策の基本的な方向に沿って推進する計画 

※  ・道央広域  ・道南 
  ・道北    ・オホーツク 
  ・十勝    ・釧路・根室 

長期的な展望に立って道の政策の基本的な方向を総合的に示す計画 

概ね 10 年後の 2030 年代半ばの「めざす姿」 

 


